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１
９
２
億
１
７
３
０
万
７
千
円
を
可
決

市
　
　
長
　
　
提
　
　
案

2177

　
審
議
し
た
議
案
の
主
な
も
の
は

次
の
と
お
り
で
す
。

市長の提案理由説明

予
　
　
　
算

議
案
番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
議
結
果

【
質
疑
】市
町
村
振
興
宝
く
じ
市

町
村
交
付
金
の
歳
入
理
由
と
使

途
は
。

【
答
弁
】サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ・

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
等
の

収
益
金
を
財
源
に
市
町
村
に
配

分
さ
れ
る
も
の
で
、少
子
化
等
に

対
応
す
る
事
業
と
し
て「
子
ど
も

医
療
費
助
成
事
業
」に
活
用
す
る

予
定
で
あ
る
。

　

７
億
31
万
円
追
加
し
、予
算
総

額
を
１
９
０
億
３
２
７
８
万
円
と

す
る
。

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
１
号
）     

（
令
和
６
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算
）                 

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
の
策
定
に
つ
い
て     

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
理
等
に
関
す
る
条
例 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に

関
す
る
条
例                                           

白
石
市
職
員
の
修
学
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例                 

白
石
市
副
市
長
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例             

白
石
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例   

白
石
市
地
域
公
共
交
通
会
議
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例   

白
石
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例   

白
石
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
患
者
等
の
人
権
擁
護
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例                             

白
石
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                           

白
石
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て                                 

白
石
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て                           

令
和
６
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）           

令
和
６
年
度
白
石
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

令
和
６
年
度
白
石
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）   

令
和
６
年
度
白
石
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

令
和
６
年
度
白
石
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）       

令
和
６
年
度
白
石
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）     

令
和
７
年
度
白
石
市
一
般
会
計
予
算                        

　
令
和
７
年
２
月
定
例
会
は
、２
月
13
日
か
ら
３
月
６
日
ま
で
の
22
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

定
例
会
初
日
、市
長
提
出
議
案
は
、専
決
１
件
、条
例
等
12
件
、人
事
１
件
、予
算
13
件
の
計
27
件
で
し
た
。

市
長
の
施
政
方
針
を
受
け
、そ
の
後
、全
て
の
議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
が
行
わ
れ
、こ
の
う
ち
議
案
第
１

号
は
採
決
の
結
果
、全
会一致
で
承
認
し
ま
し
た
。

　
代
表
質
問
お
よ
び一
般
質
問
は
、２
月
18
日
と
２
月
19
日
の
２
日
間
で
、10
名
の
議
員
が
質
問
を
行
い
ま

し
た
。　

　
３
日
目（
２
月
21
日
）、議
案
第
２
号
か
ら
議
案
第
14
号
ま
で
の
質
疑
が
行
わ
れ
、令
和
７
年
度
当
初
予

算
の
７
議
案
は
、予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
審
査
が
付
託
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
他
の
議
案
は
表
決
ま
で
行

わ
れ
、こ
の
う
ち
議
案
第
６
号・白
石
市
副
市
長
定
数
条
例
の一部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
は
、反
対
お

よ
び
賛
成
の
討
論
が
あ
り
、採
決
の
結
果
、賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お
り
可
決
、ま
た
、議
案
第
13
号・副
市

長
の
選
任
に
つ
い
て
は
採
決
の
結
果
、賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お
り
同
意
し
ま
し
た
。残
る
議
案
に
つ
い
て
は

全
会
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
定
例
会
最
終
日（
３
月
６
日
）の
本
会
議
に
お
い
て
、予
算
審
査
特
別
委
員
会
に
審
査
が
付
託
さ
れ
た
令

和
７
年
度
当
初
予
算（
議
案
第
21
号
か
ら
議
案
第
27
号
）の
７
議
案
は
、い
ず
れ
も
全
会一致
で
原
案
の
と

お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、最
終
日
に
市
長
提
出
議
案
４
件（
議
案
第
28
号
か
ら
第
31
号
）が
追
加
提
案
さ
れ
、質
疑
の
後
、

採
決
の
結
果
、全
会一致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
同
日
、議
員
提
出
議
案
２
件
が
上
程
さ
れ
、質
疑
の
後
、採
決
の
結
果
、賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

◎
令
和
６
年
度
白
石
市一般
会
計

　
補
正
予
算（
第
６
号
）


